
資料１



理由書 

 

中長期的視点に立った地域の将来像及びその実現に向けた広域的・根幹的な

都市計画の方向性を示した本計画の方針が、本市の都市計画の方針と適合して

いると認められるため、計画書のとおり変更決定することが適当である旨意見

回答する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



県計画書













 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


